
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

候

補

者

選

考

試

験

の

実

施

○

平

成

三

十

年

度

岡

山

県

立

学

校

寄

宿

舎

指

導

員

〃

目

次

担

当

課

（

室

）

採

用

候

補

者

選

考

試

験

の

実

施

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

組

合

指

導

課

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

の

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

平

成

二

十

九

年

度

に

お

け

る

保

安

林

内

の

立

木

治

山

課

伐

採

を

皆

伐

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

面

積

の

限

度

の

公

表

【

公

告

】

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

財

産

活

用

課

○

平

成

二

十

九

年

度

後

期

技

能

検

定

試

験

の

実

施

労

働

雇

用

政

策

課

○

岡

山

県

家

畜

人

工

授

精

講

習

会

等

の

開

催

畜

産

課

○

平

成

二

十

九

年

度

砂

利

採

取

業

務

主

任

者

試

験

河

川

課

の

実

施

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

建

築

士

事

務

所

の

監

督

処

分

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

警

察

本

部

会

計

課

【

教

育

委

員

会

】

○

平

成

三

十

年

度

岡

山

県

立

学

校

実

習

助

手

採

用

教

育

委

員

会

岡

山

県

公

報

平成２９年９月１日 第１１９１９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
一
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

別
表
農
林
水
産
部
の
部
組
合
指
導
課
の
項
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

72

73

71

民
間

公
益

活
動

を
促

進
す

る
た

め
の

休
眠

預
金

等
に

係
る

資
金

の
農

業
協

同
組

合
に

係
る

預
金

等
の

異
動

に
該

当
す

7
2

活
用

に
関

す
る

法
律

（平
成

2
8年

法
律

第
1
0
1
号

）第
２

条
第

４
る

事
由

の
認

可
3
0日

項
第

２
号

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年９月１日　岡山県公報　第１１９１９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

ウ
イ
ズ
薬
局
水
島
店

倉
敷
市
水
島
西
弥
生
町
一－

四

平
成
二
十
九
年
八
月
三
十
一
日

平成２９年９月１日　岡山県公報　第１１９１９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
こ
や
ま

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
清
音
上
中
島
二
三
九
番
地
四
コ
ー
ポ
清
音
二
〇
二
号
室

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
同
会
社
ナ
ー
シ
ン
グ
ケ
ア
小
山

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
清
音
上
中
島
二
三
九
番
地
四

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
六
〇
八
九
〇
〇
八
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

介
護
用
品
の
店
四
つ
葉

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
二
宮
一
九
四
〇
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２９年９月１日　岡山県公報　第１１９１９号



１

名
称

株
式
会
社
和
三

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
二
宮
一
九
四
〇
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
二
三
三
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

福
祉
用
具
貸
与

特
定
福
祉
用
具
販
売

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

平成２９年９月１日　岡山県公報　第１１９１９号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

平
成
二
十
九
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
並
び
に
各
市
役
所
及
び
町
村
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

平成２９年９月１日　岡山県公報　第１１９１９号



〔
三
八
〇
〕
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

入
札
に
付
す
る
事
項

契
約
種
別

所

在

地
目
又
は
構
造

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

予
定
価
格
（
最
低
売
払
価
格
）

入
札
保
証
金

土
地
売
払
い
契
約

岡
山
市
東
区
可
知
四
丁
目
三
八
四
番
七

宅
地

六
八
五
・
五
八

一
九
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
九
一
三
、
〇
〇
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

津
山
市
総
社
字
大
根
山
五
三
一
番
、
五
三
一
番
二

宅
地
・
雑
種
地

二
七
七
・
〇
四

三
、
〇
八
〇
、
〇
〇
〇
円

三
〇
八
、
〇
〇
〇
円

土
地
（
建
付
地
）

１

土
地

宅
地

三
、
六
二
三
・
三
八

四
二
、
〇
八
五
、
〇
〇
〇
円

四
、
二
〇
八
、
五
〇
〇
円

売
払
い
契
約

備
前
市
東
片
上
字
米
当
田
二
一
三
番
一

２

建
物

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸

八
九
六
・
四
二

備
前
市
東
片
上
字
米
当
田
二
一
三
番
地
一

屋
根
三
階
建

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平

一
〇
五
・
〇
〇

家
建

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

二
五
・
二
〇

造
平
家
建

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

一
〇
・
〇
〇

造
平
家
建
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鉄
骨
造
平
家
建

二
五
・
〇
〇

土
地
売
払
い
契
約

備
前
市
東
片
上
字
天
神
三
八
九
番
二

宅
地

二
九
五
・
五
九

一
、
四
八
七
、
〇
〇
〇
円

一
四
八
、
七
〇
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

真
庭
市
田
羽
根
字
柳
原
五
二
九
番
一
二

原
野

二
、
四
九
五
・
三
九

九
、
九
八
〇
、
〇
〇
〇
円

九
九
八
、
〇
〇
〇
円

土
地
（
建
付
地
）

１

土
地

宅
地

三
六
九
・
五
二

一
一
、
八
三
七
、
六
〇
〇
円

一
、
一
八
三
、
七
六
〇
円

売
払
い
契
約

都
窪
郡
早
島
町
若
宮
三
七
〇
八
番
七

２

建
物

鉄
筋
軽
量
コ
ン
ク
リ
ー
ト

六
九
・
五
五

都
窪
郡
早
島
町
若
宮
三
七
〇
八
番
地
七
、
三
七
〇

造
陸
屋
根
二
階
建

八
番
地
八

鉄
筋
軽
量
コ
ン
ク
リ
ー
ト

六
九
・
五
五

造
陸
屋
根
二
階
建

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸

九
・
五
四

屋
根
平
家
建

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
一
二

宅
地

三
八
三
・
二
二

二
、
〇
〇
九
、
五
〇
〇
円

二
〇
〇
、
九
五
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
一
四

宅
地

五
二
九
・
四
六

三
、
〇
五
〇
、
九
〇
〇
円

三
〇
五
、
〇
九
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
一
五

宅
地

五
〇
九
・
〇
九

二
、
九
三
三
、
五
〇
〇
円

二
九
三
、
三
五
〇
円
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土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
一
七

宅
地

四
九
四
・
〇
一

二
、
八
四
六
、
六
〇
〇
円

二
八
四
、
六
六
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
一
九

宅
地

五
八
八
・
〇
六

三
、
四
五
六
、
四
〇
〇
円

三
四
五
、
六
四
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
二
〇

宅
地

五
七
七
・
〇
五

三
、
三
二
五
、
二
〇
〇
円

三
三
二
、
五
二
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
二
二

宅
地

五
九
〇
・
一
七

三
、
四
三
四
、
八
〇
〇
円

三
四
三
、
四
八
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
二
三

宅
地

四
八
八
・
二
九

二
、
七
二
九
、
三
〇
〇
円

二
七
二
、
九
三
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
六
一
二
番
二
六

宅
地

四
九
五
・
一
〇

二
、
八
五
三
、
〇
〇
〇
円

二
八
五
、
三
〇
〇
円

土
地
売
払
い
契
約

苫
田
郡
鏡
野
町
塚
谷
字
一
本
松
七
四
〇
番
一
五
、
七
四

宅
地
・
雑
種
地

五
七
九
・
〇
〇

二
、
〇
〇
一
、
八
〇
〇
円

二
〇
〇
、
一
八
〇
円

〇
番
一
七

二

入
札
参
加
者
の
資
格

日
本
国
内
に
住
所
、
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
又
は
法
人
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。

１

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
者

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
者

３

知
事
が
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
認
め
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の

４

日
本
語
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
、
入
札
の
内
容
を
完
全
に
理
解
せ
ず
に
入
札
に
関
す
る
意
思
の
表
示
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
者

５

岡
山
県
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
有
財
産
売
却
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
定
め
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
規
約
の
内
容
を
承
諾
せ
ず
、
又
は
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

６

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
又
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
（
以
下
「
暴
力
団
等
」

と
い
う
。）
に
該
当
す
る
者

７

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
暴
力
団
等
の
統
制
下
に
あ
る
者
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８

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者

９

申
込
者
又
は
そ
の
役
員
が
岡
山
県
建
設
工
事
等
暴
力
団
対
策
会
議
運
営
要
領
別
表
一
に
掲
げ
る
措
置
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

そ
の
他
知
事
が
不
適
当
と
認
め
る
者

10
三

入
札
参
加
申
込
み

１

仮
申
込
み

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の
運
営
す
る
公
有
財
産
等
の
売
払
い
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
売
却
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
参
加
の

仮
申
込
み
の
手
続
を
行
う
こ
と
。

２

申
込
手
続

１
の
仮
申
込
み
を
行
っ
た
後
、
３
の
受
付
期
間
内
に
所
定
の
申
込
書
に
よ
り
岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
に
申
し
込
む
も
の
と
す
る
。

３

受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
九
月
四
日
（
月
）
午
後
一
時
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
木
）
午
後
二
時
ま
で
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

く
。）

四

契
約
条
項
を
示
す
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課

五

入
札
保
証
金

一
の
表
に
掲
げ
る
額
の
入
札
保
証
金
を
、
六
１
の
期
間
の
末
日
の
二
日
前
ま
で
に
、
岡
山
県
が
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
こ
の
入
札
保
証
金
を
返
還
す
る
場
合
に
は
、
利
息
を
付

さ
な
い
。

六

入
札
期
間
、
入
札
場
所
及
び
開
札
日
時

１

入
札
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
五
日
（
木
）
午
後
一
時
か
ら
同
月
十
二
日
（
木
）
午
後
一
時
ま
で

２

入
札
場
所

売
却
シ
ス
テ
ム
上
で
行
う
。

３

開
札
日
時

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日
（
木
）
午
後
一
時

七

入
札
方
法

平成２９年９月１日　岡山県公報　第１１９１９号



売
却
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
価
格
を
登
録
す
る
方
法
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
登
録
は
、
一
の
物
件
に
つ
き
一
回
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

八

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
に
係
る
入
札
書
は
、
無
効
と
す
る
。

１

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
し
た
入
札

２

談
合
し
て
し
た
入
札

３

入
札
保
証
金
を
納
付
し
な
い
者
又
は
そ
の
金
額
に
不
足
の
あ
る
者
の
し
た
入
札

４

二
以
上
の
入
札
を
し
た
者
の
し
た
入
札

５

七
に
規
定
す
る
入
札
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
る
入
札

６

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
百
三
十
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
代
理
人
の
し
た
入
札

九

問
い
合
わ
せ
先

〒
七
〇
〇－

八
五
七
〇

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
総
務
部
財
産
活
用
課
（
電
話
〇
八
六－

二
二
六－

七
二
三
五
）
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〔
三
八
一
〕
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
度
後
期
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

実
施
す
る
検
定
職
種
及
び
そ
の
等
級

１

特
級

職

種

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場
板
金
、

め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
半
導

体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
光
学
機
器
製
造
、
内
燃
機
関
組
立

て
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製

造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
パ
ン
製
造

２

一
級
及
び
二
級

職

種

作

業

さ
く
井

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事
作
業

鍛
造

プ
レ
ス
型
鍛
造
作
業

金
型
製
作

プ
レ
ス
金
型
製
作
作
業

工
場
板
金

機
械
板
金
作
業
、
数
値
制
御
タ
レ
ッ
ト
パ
ン
チ
プ
レ
ス
板
金
作
業

ロ
ー
プ
加
工

ロ
ー
プ
加
工
作
業

機
械
検
査

機
械
検
査
作
業

電
気
機
器
組
立
て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業

半
導
体
製
品
製
造

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造
作
業
、
集
積
回
路
組
立
て
作
業

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
作
業
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業

自
動
販
売
機
調
整

自
動
販
売
機
調
整
作
業

空
気
圧
装
置
組
立
て

空
気
圧
装
置
組
立
て
作
業
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油
圧
装
置
調
整

油
圧
装
置
調
整
作
業

農
業
機
械
整
備

農
業
機
械
整
備
作
業

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
作
業

婦
人
子
供
服
製
造

婦
人
子
供
既
製
服
パ
タ
ー
ン
メ
ー
キ
ン
グ
作
業
、
婦
人
子
供
既
製
服

縫
製
作
業

和
裁

和
服
製
作
作
業

帆
布
製
品
製
造

帆
布
製
品
製
造
作
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

射
出
成
形
作
業

強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

エ
ポ
キ
シ
樹
脂
積
層
防
食
作
業

石
材
施
工

石
材
加
工
作
業

パ
ン
製
造

パ
ン
製
造
作
業

菓
子
製
造

洋
菓
子
製
造
作
業
、
和
菓
子
製
造
作
業

建
築
大
工

大
工
工
事
作
業

か
わ
ら
ぶ
き

か
わ
ら
ぶ
き
作
業

配
管

建
築
配
管
作
業
、
プ
ラ
ン
ト
配
管
作
業

厨
房
設
備
施
工

厨
房
設
備
施
工
作
業

ち
ゆ

う

ち
ゆ

う

型
枠
施
工

型
枠
工
事
作
業

鉄
筋
施
工

鉄
筋
施
工
図
作
成
作
業
、
鉄
筋
組
立
て
作
業

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事
作
業

防
水
施
工

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
工
事
作
業
、
合
成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作

業
、
塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事
作
業
、
改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

シ
ー
ト
ト
ー
チ
工
法
防
水
工
事
作
業

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

金
属
製
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事
作
業

自
動
ド
ア
施
工

自
動
ド
ア
施
工
作
業

ガ
ラ
ス
施
工

ガ
ラ
ス
工
事
作
業

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

機
械
製
図
手
書
き
作
業
、
機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業

電
気
製
図

配
電
盤
・
制
御
盤
製
図
作
業

金
属
材
料
試
験

機
械
試
験
作
業
、
組
織
試
験
作
業

塗
装

鋼
橋
塗
装
作
業

義
肢
・
装
具
製
作

装
具
製
作
作
業
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舞
台
機
構
調
整

音
響
機
構
調
整
作
業

３

単
一
等
級

職

種

作

業

電
子
回
路
接
続

電
子
回
路
接
続
作
業

製
麺

機
械
生
麺
製
造
作
業
、
機
械
乾
麺
製
造
作
業

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
工
事
作
業

バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

金
属
製
バ
ル
コ
ニ
ー
工
事
作
業

４

三
級

職

種

作

業

造
園

造
園
工
事
作
業

機
械
加
工

普
通
旋
盤
作
業

機
械
検
査

機
械
検
査
作
業

電
子
機
器
組
立
て

電
子
機
器
組
立
て
作
業

電
気
機
器
組
立
て

配
電
盤
・
制
御
盤
組
立
て
作
業
、
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
作
業

プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造

プ
リ
ン
ト
配
線
板
設
計
作
業
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
作
業

内
燃
機
関
組
立
て

量
産
形
内
燃
機
関
組
立
て
作
業

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
作
業

和
裁

和
服
製
作
作
業

家
具
製
作

家
具
手
加
工
作
業

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

射
出
成
形
作
業

建
築
大
工

大
工
工
事
作
業

配
管

建
築
配
管
作
業

型
枠
施
工

型
枠
工
事
作
業

鉄
筋
施
工

鉄
筋
組
立
て
作
業
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機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

機
械
製
図
手
書
き
作
業
、
機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ
作
業

電
気
製
図

配
電
盤
・
制
御
盤
製
図
作
業

写
真

肖
像
写
真
デ
ジ
タ
ル
作
業

二

手
数
料
、
実
施
期
日
、
実
施
場
所
等

１

実
技
試
験

手
数
料

（１）
ア

特
級

一
七
、
九
〇
〇
円

イ

一
級
、
二
級
、
三
級
（
在
校
生
を
除
く
。
）
及
び
単
一
等
級

手

数

料

職

種

名

減
額
対
象
者

そ

の

他

造
園
、
さ
く
井
、
鍛
造
、
機
械
加
工
、
金
型
製
作
、
工
場

八
、
九
〇
〇
円

一
七
、
九
〇
〇
円

板
金
、
ロ
ー
プ
加
工
、
電
子
回
路
接
続
、
電
子
機
器
組
立

て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト

配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
内
燃
機
関
組
立
て
、

空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
農
業
機
械
整
備
、

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
帆
布
製
品
製
造
、
家
具
製
作
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
石
材

施
工
、
パ
ン
製
造
、
菓
子
製
造
、
製
麺
、
建
築
大
工
、
か

わ
ら
ぶ
き
、
配
管
、
厨
房
設
備
施
工
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋

ち
ゆ
う

施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
防
水
施
工
、
樹
脂
接

着
剤
注
入
施
工
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
、
自
動
ド
ア

施
工
、
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工
、
ガ
ラ
ス
施
工
、
金
属
材
料
試

験
、
塗
装
、
義
肢
・
装
具
製
作
、
舞
台
機
構
調
整
、
写
真

機
械
検
査
、
婦
人
子
供
服
製
造

五
、
九
〇
〇
円

一
四
、
九
〇
〇
円
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和
裁
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図
、
電
気
製
図

四
、
一
〇
〇
円

一
三
、
一
〇
〇
円

ウ

三
級
（
在
校
生
に
限
る
。
）

手

数

料

職

種

名

減
額
対
象
者

そ

の

他

造
園
、
機
械
加
工
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

二
、
九
〇
〇
円

一
一
、
九
〇
〇
円

て
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
内
燃
機
関
組
立
て
、
冷
凍

空
気
調
和
機
器
施
工
、
家
具
製
作
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、

建
築
大
工
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
鉄
筋
施
工
、
写
真

機
械
検
査

二
、
九
〇
〇
円

九
、
九
〇
〇
円

和
裁
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図
、
電
気
製
図

二
、
九
〇
〇
円

八
、
七
〇
〇
円

エ

手
数
料
の
免
除
に
つ
い
て

高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
高
等
学
校
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
徒
（
岡
山
県
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
高
等
学
校
に
在
学
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
岡
山
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
生
徒
に
係
る
実
技
試
験
手
数
料
を
免
除
す
る
。

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世

（ア）
帯
（
保
護
を
停
止
さ
れ
て
い
る
世
帯
を
含
む
。
）
に
属
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

当
該
生
徒
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
当
該
生
徒
の
生
計
を
維

（イ）
持
し
て
い
る
者
（
定
時
制
課
程
に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
の
う
ち
勤
労
し
て
い
る
生
徒
に
あ

っ
て
は
、
当
該
生
徒
）
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定

に
よ
り
市
町
村
民
税
を
納
付
し
て
い
な
い
と
き
、
又
は
市
町
村
民
税
の
均
等
割
の
み
を
納

付
し
て
い
る
と
き
。

当
該
生
徒
と
同
一
の
世
帯
に
属
し
、
主
と
し
て
当
該
生
徒
の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
者

（ウ）
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が
死
亡
し
、
又
は
精
神
若
し
く
は
身
体
の
障
害
、
災
害
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
生
活
に
困

窮
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
他
に
学
資
を
負
担
す
る
者
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

実
施
期
日

（２）

平
成
二
十
九
年
十
二
月
四
日
（
月
曜
日
）
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
八
日
（
日
曜
日
）
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
別
途
岡
山
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
三
２
を
除
き
、
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）

が
指
定
す
る
日
に
行
う
。

実
施
場
所

（３）

別
途
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

問
題
の
公
表

（４）

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
に
、
協
会
の
事
務
所
に
掲
示
し
て
行
う
。
た

だ
し
、
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
な
い
。

２

学
科
試
験

手
数
料

三
、
一
〇
〇
円

（１）

実
施
期
日

（２）

検
定
職
種
ご
と
に
次
の
と
お
り
行
う
。

ア

特
級職

種

名

実

施

期

日

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、

平
成
三
十
年
一
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）

金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場
板
金
、
め

っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電

子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立
て
、
半
導
体
製

品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
自
動
販
売
機

調
整
、
光
学
機
器
製
造
、
内
燃
機
関
組
立
て
、
空

気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設
機
械

整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
、
紳
士
服
製
造
、
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
成
形
、
パ
ン
製
造

イ

一
級
及
び
二
級
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職

種

名

実

施

期

日

鍛
造
、
機
械
検
査
、
電
気
機
器
組
立
て
、
婦
人
子

平
成
三
十
年
一
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）

供
服
製
造
、
配
管
、
型
枠
施
工
、
ガ
ラ
ス
施
工
、

金
属
材
料
試
験

さ
く
井
、
金
型
製
作
、
工
場
板
金
、
自
動
販
売
機

平
成
三
十
年
一
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）

調
整
、
油
圧
装
置
調
整
、
農
業
機
械
整
備
、
冷
凍

空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
成
形
、
石
材
施
工
、
パ
ン
製
造
、
厨
房
設
備
施

ち
ゆ
う

工
、
防
水
施
工
、
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工
、
機

械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

舞
台
機
構
調
整

平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
（
水
曜
日
）

ロ
ー
プ
加
工
、
半
導
体
製
品
製
造
、
プ
リ
ン
ト
配

平
成
三
十
年
二
月
四
日
（
日
曜
日
）

線
板
製
造
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
帆
布
製
品
製

造
、
菓
子
製
造
、
建
築
大
工
、
か
わ
ら
ぶ
き
、
鉄

筋
施
工
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工
、
自
動
ド
ア

施
工
、
電
気
製
図
、
塗
装
、
義
肢
・
装
具
製
作

ウ

単
一
等
級

職

種

名

実

施

期

日

製
麺
、
バ
ル
コ
ニ
ー
施
工

平
成
三
十
年
一
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）

電
子
回
路
接
続
、
樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

平
成
三
十
年
二
月
四
日
（
日
曜
日
）
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エ

三
級職

種

名

実

施

期

日

電
気
機
器
組
立
て
、
内
燃
機
関
組
立
て
、
配
管
、

平
成
三
十
年
一
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）

型
枠
施
工

造
園
、
冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工
、
和
裁
、
家
具

平
成
三
十
年
一
月
二
十
八
日
（
日
曜
日
）

製
作
、
機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

機
械
加
工
、
機
械
検
査
、
電
子
機
器
組
立
て
、
プ

平
成
三
十
年
二
月
四
日
（
日
曜
日
）

リ
ン
ト
配
線
板
製
造
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形
、
建

築
大
工
、
鉄
筋
施
工
、
電
気
製
図
、
写
真

実
施
場
所

（３）

別
途
協
会
か
ら
受
検
者
に
通
知
す
る
。

三

受
験
申
請
の
手
続

１

提
出
書
類

技
能
検
定
受
検
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

（１）

次
に
掲
げ
る
書
類
（
申
請
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

（２）
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
の
写
し
等
。
た
だ
し
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
以
下
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
写

し
に
つ
い
て
は
、
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
。

ア

運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー

ド
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
永
住

者
証
明
書
そ
の
他
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類

イ

生
徒
手
帳
又
は
学
生
証
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ウ

旅
券

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面

（３）
２

提
出
先

岡
山
県
職
業
能
力
開
発
協
会

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
三
番
一
〇
号
（
〒
七
〇
〇－

〇
八
二
四
）

３

受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で

４

受
検
申
請
に
関
す
る
注
意

申
請
書
の
用
紙
及
び
受
検
案
内
は
、
協
会
の
事
務
所
で
交
付
す
る
。
な
お
、
郵
便
に
よ
る
送

（１）
付
を
希
望
す
る
者
は
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請
書
請
求
」
と
朱
書
し
、
返
信
用
切

手
（
九
十
二
円
分
）
を
同
封
し
て
協
会
へ
請
求
す
る
こ
と
。

申
請
書
に
つ
い
て
、
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
（
以
下
「
郵
送
等
」
と
い
う
。
）
を
す

（２）
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
受
検
申
請

書
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。
な
お
、
郵
送
等
に
よ
る
申
請
書
は
、
３
の
受
付
期
間
内
の
消
印

又
は
通
信
日
付
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

高
等
学
校
の
生
徒
が
実
技
試
験
手
数
料
の
減
額
対
象
者
の
適
用
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す

（３）
る
場
合
は
、
申
請
書
を
在
学
中
の
高
等
学
校
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

四

手
数
料
の
納
付

手
数
料
は
、
申
請
書
の
提
出
時
に
納
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
を
免
除
さ

れ
る
者
は
、
当
該
試
験
に
係
る
手
数
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。
ま
た
、
受
検
申
請
を
受
け
付
け
た
後

は
、
申
請
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。

五

合
格
発
表

合
格
者
に
つ
い
て
は
、
受
検
番
号
を
平
成
三
十
年
三
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
に
協
会
の
事
務
所

に
掲
示
し
、
岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.

o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
4
7
/

）
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
協
会
が
書
面
で
直
接
本
人
に
通
知
す
る
。

六

そ
の
他

不
明
な
点
は
、
岡
山
県
産
業
労
働
部
労
働
雇
用
政
策
課
（
電
話
〇
八
六－

二
二
六－

七
三
八
七
）

又
は
協
会
（
電
話
〇
八
六－

二
二
五－

一
五
四
七
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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〔
三
八
二
〕
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
及
び
岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
及

び
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。
な
お
、
家
畜
人
工
授
精
並
び

に
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
及
び
家
畜
体
外
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
は
、
開
催
し
な
い
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

講
習
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類

牛

二

開
催
期
日
及
び
実
施
場
所

１

岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
）
ま
で

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
六
三
二

公
益
財
団
法
人
中
国
四
国
酪
農
大
学
校

た
だ
し
、
講
習
の
一
部
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
（
久
米
郡
美
咲

町
北
二
二
七
二
）
で
実
施
す
る
。

２

岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会

平
成
三
十
年
一
月
十
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
二
月
二
日
（
金
曜
日
）
ま
で

真
庭
市
蒜
山
西
茅
部
六
三
二

公
益
財
団
法
人
中
国
四
国
酪
農
大
学
校

三

受
講
資
格

次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
で
な
い
こ
と
。

２

岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
家
畜
人

工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
の
修
業
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

四

受
講
定
員

三
十
名
ず
つ
。
た
だ
し
、
受
講
希
望
者
が
多
数
の
場
合
は
、
県
内
在
住
者
を
優
先
し
、
別
に
選
別

を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

五

受
講
申
込
み

１

提
出
先
及
び
提
出
書
類

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
所
定
の
受
講
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
住

所
地
を
所
管
す
る
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
畜
産
物
生
産
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
県

外
在
住
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
地
の
都
道
府
県
の
畜
産
担
当
課
を
経
由
し
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
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畜
産
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

（１）

履
歴
書
（
顔
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
。
な
お
、
法
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

（２）
該
当
す
る
者
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
の
修
業
試
験
の
合
格
証
明
書
の
写
し
（
岡
山
県
家
畜
人
工

（３）
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会
の
受
講
を
申
請
す
る
場
合
に
限
る
。
）

２

受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
。
な
お
、
郵

送
の
場
合
は
、
同
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。

六

受
講
料

次
の
額
に
相
当
す
る
額
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
請
書
に
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。

１

岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会

一
八
、
九
〇
〇
円

う
ち
、
一
部
の
科
目
の
受
講
を
免
除
さ
れ
て
い
る
者

七
、
五
四
〇
円

２

岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
に
関
す
る
講
習
会

二
五
、
二
四
〇
円

七

そ
の
他

１

講
習
会
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
修
業
試
験
を
行
う
。

２

岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
及
び
岡
山
県
家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵

移
植
に
関
す
る
講
習
会
の
両
方
を
併
せ
て
受
講
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

講
習
会
の
実
習
等
を
行
う
場
所
へ
の
移
動
に
当
た
り
、
車
等
で
の
移
動
を
要
す
る
場
合
が
あ
る

た
め
、
各
自
で
交
通
手
段
を
準
備
す
る
こ
と
。

４

法
第
十
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
講
の
申
込
み
に
先
立
っ
て
岡
山

県
農
林
水
産
部
畜
産
課
又
は
各
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
畜
産
生
産
課
に
申
し
出
る
こ
と
。

５

講
習
会
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
（
電
話
〇
八
六－

二
二
六－

七
四
三
一
）
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。
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〔
三
八
三
〕
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
九
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

試
験
場
所

岡
山
市
中
区
西
川
原
二
五
五
番
地

お
か
や
ま
西
川
原
プ
ラ
ザ

別
館

第
七
会
議
室

二

試
験
期
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
土
曜
日
、

日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
又
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時

十
五
分
ま
で
（
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
の
場
合
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
（
金
曜
日
）

の
消
印
又
は
通
信
日
付
印
が
あ
る
も
の
ま
で
受
け
付
け
る
。
）

四

受
験
願
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
〇
〇－

八
五
七
〇

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

岡
山
県
土
木
部
河
川
課

五

受
験
手
数
料

八
、
〇
一
〇
円
（
受
験
願
書
に
相
当
額
の
岡
山
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。
）

六

そ
の
他

１

受
験
願
書
等
及
び
試
験
実
施
案
内
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
及
び
各
県
民
局
建
設
部
（
各

地
域
事
務
所
を
含
む
。
）
、
岡
山
市
下
水
道
河
川
局
下
水
道
河
川
計
画
課
並
び
に
倉
敷
市
建
設
局

土
木
部
土
木
課
で
交
付
す
る
。

２

受
験
手
続
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
（
電
話
〇
八
六－

二
二
六－

七
四
七
八
）
又
は
各
県
民
局
建
設
部
（
各
地
域
事
務
所
を
含
む
。
）
に
行
う
こ
と
。
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〔
三
八
四
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

指

定

年

月

日

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
九
四
五
番
一

五
・
〇
〇

二
八
・
一
二

建
第
二
〇
二
二
号

平
成
二
十
九
年
八
月

二
十
四
日
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〔
三
八
五
〕
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
事
務
所
の
監
督
処
分
を
行
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

監
督
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
十
六
日

二

監
督
処
分
を
受
け
た
建
築
士
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地
、
当
該
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
の
氏

名
（
当
該
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
設
者
の
名
称
及
び

そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
、
当
該
建
築
士
事
務
所
の
一
級
建
築
士
事
務
所
、
二
級
建
築
士
事
務
所
又
は

木
造
建
築
士
事
務
所
の
別
並
び
に
当
該
建
築
士
事
務
所
の
登
録
番
号

建
築
設
計
工
房
ア
ー
ツ
．
ク
ラ
フ
ト

岡
山
市
北
区
西
古
松
一
丁
目
三
六
番
一
九
号
朝
日
プ
ラ
ザ

二
〇
三
号

開
設
者

山
本

克
也

二
級
建
築
士
事
務
所

岡
山
県
知
事
登
録
第
六
三
二
二
号

三

監
督
処
分
の
内
容

戒
告

四

監
督
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

建
築
設
計
工
房
ア
ー
ツ
．
ク
ラ
フ
ト
の
管
理
建
築
士
で
あ
る
山
本
克
也
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月

一
日
付
け
で
岡
山
県
知
事
か
ら
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
戒
告
の
処
分
を
受
け
た
。
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〔
三
八
六
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

Ｐ
Ｉ
Ｔ
端
末
等
の
調
達
及
び
電
気
通
信
役
務
の
提
供

二

契
約
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

六

落
札
金
額

一
五
〇
、
九
〇
六
、
二
四
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
一
、
一
七
八
、
二
四

〇
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
二
十
九
年
六
月
九
日
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
公
告

平
成
三
十
年
度
岡
山
県
立
学
校
実
習
助
手
採
用
候
補
者
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

選
考
す
る
校
種
、
教
科
、
採
用
候
補
者
見
込
数
、
受
験
資
格
、
試
験
日
、
出
願
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
所
定
の
実
施
要
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

所
定
の
実
施
要
項
等
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）

ま
で
、
岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/

1
4
5
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課
に
お
い
て
受

領
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

二

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課

高
校
教
育
人
事
班

電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六－

七
五
八
二
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
公
告

平
成
三
十
年
度
岡
山
県
立
学
校
寄
宿
舎
指
導
員
採
用
候
補
者
選
考
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

選
考
す
る
校
種
、
職
種
、
採
用
候
補
者
見
込
数
、
受
験
資
格
、
試
験
日
、
出
願
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
所
定
の
実
施
要
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

所
定
の
実
施
要
項
等
は
、
平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）

ま
で
、
岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/

1
4
5
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課
に
お
い
て
受

領
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

二

問
い
合
わ
せ
先

岡
山
県
教
育
庁
教
職
員
課

義
務
教
育
人
事
班

電
話
（
〇
八
六
）
二
二
六－

七
五
八
一
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